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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置は、カートと、カート上に
提供されて少なくとも１つの着脱部材を含むデスクと、
デスクに装着されてボタン入力部または画面表示部のう
ちの少なくともいずれか１つを備え、着脱部材と噛み合
う本体とを備えることができる。超音波診断装置によっ
て本体をデスクに容易に装着することができ、デスク上
に本体をより堅固に装着できるようにする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カートと、
　前記カート上に提供されて少なくとも１つの着脱部材を含むデスクと、
　前記デスクに装着されてボタン入力部または画面表示部のうちの少なくともいずれか１
つを備え、前記着脱部材と噛み合う本体と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記着脱部材は、前記本体のエッジと締結する弾性体を備え、
　前記弾性体には、前記本体に噛み合う凹凸部が形成されることを特徴とする請求項１に
記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記着脱部材は、前記デスク上に装着されるゴムフレームを備え、
　前記ゴムフレームは、前記弾性体の少なくとも一側に提供されることを特徴とする請求
項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記ゴムフレームは、前記弾性体の弾性変位を制限することを特徴とする請求項３に記
載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記着脱部材は、前記本体の後方または左／右方エッジに相互対応するように配置され
ることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記弾性体は、下端が固定された板バネであることを特徴とする請求項２または３に記
載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記着脱部材は、
　前記本体と前記着脱部材との噛み合いを解除または拘束するロック解除部と、
　前記ロック解除部から折曲形成されて前記デスクに固定される支持固定部と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記ロック解除部と前記支持固定部との間には前記凹凸部が備えられ、
　前記凹凸部は、前記本体の上面または左／右方を支持および固定することを特徴とする
請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記デスク前方には前方ロック部材が提供され、
　前記前方ロック部材は、前記本体前方を支持および固定することを特徴とする請求項１
～５のうちのいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記前方ロック部材は、前記本体前方を支持および固定し、
　前記本体および前記デスク前後にスライド移動するスライド部を備えることを特徴とす
る請求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記デスクは、前記デスクで前記デスク前方に延長形成されるスライド支持部を備え、
　前記スライド支持部は、前記スライド部のスライド移動をガイドするようにスライドス
リットを備えることを特徴とする請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記スライド部の下部には、前記スライド部の移動によって前記スライド部を前記スラ
イド支持部に固定するための締付部がさらに備えられることを特徴とする請求項１１に記
載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に関し、より詳細には、超音波診断装置の本体が装着されたデ
スク上で本体の固定および装着が容易な超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、超音波診断器は、検査対象者および検査対象物の疾病およびその他の症状な
どを検査するために用いられる装置であり、超音波を送／受信するプローブと、プローブ
の超音波送／受信を制御して受信された信号を処理する本体とを備える。ここで、本体は
、プローブに送／受信された情報を映像で表示するディスプレイを備えることができ、検
査対象者の検査内容を入力できるボタン入力部をさらに備えることができる。
【０００３】
　このような超音波診断器は、体積と重量が極めて大きい方であるため、検査が必要な空
間内に固定されたり装着されたりする場合が多かった。したがって、検査対象者の挙動が
不便になったり、検査対象者の検査部位が検査し難い部位である場合や移動が可能でない
場合には超音波診断に困難が生じたりした。
【０００４】
　この結果、携帯が可能であったり移動が容易であったりする超音波診断器が提供された
りもしたが、このような超音波診断器は固定されずに移動が可能であるため、検査者の不
注意によって超音波診断器が破損する恐れがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述した問題点を解決するために案出されたものであって、着脱が容易で移
動および携帯が可能であり、超音波診断を容易に行うことができる超音波診断装置を提供
することを目的とする。
【０００６】
　また、本発明は、超音波診断装置を装着するときに超音波診断装置をより堅固に装着す
ることができる超音波診断装置を提供することを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的を達成するために、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置は、カート
と、カート上に提供されて少なくとも１つの着脱部材を含むデスクと、デスクに装着され
てボタン入力部または画面表示部のうちの少なくともいずれか１つを備え、着脱部材と噛
み合う本体とを備えることができる。前記超音波診断装置によって本体をデスクに容易に
装着することができ、デスク上に本体をより堅固に装着できるようにする。
【０００８】
　前記着脱部材は、本体のエッジと締結可能な弾性体を備えることができ、弾性体には本
体と噛み合う凹凸部を形成することができる。特に、着脱部材はデスク上に装着されるゴ
ムフレームを備えることができ、ゴムフレームは弾性体の一側に提供されて弾性体を支持
および固定することができる。
【０００９】
　このとき、ゴムフレームは、弾性体の両側には第１ゴムフレームおよび第２ゴムフレー
ムを備えることができる。第１および第２ゴムフレームは、弾性体の両側で本体が着脱部
材に着脱されるときに弾性変形し、本体がデスクにより堅固に装着するようにできる。
【００１０】
　特に、凹凸部は本体と噛み合うことができる。このとき、本体は、係止作用が可能なよ
うに突起や溝などで形成することもできるが、本体が凹凸部と係止作用によってデスクに
本体を装着することができる多様な形状で形成することができる。
【００１１】
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　デスクおよび本体前方には、前方ロック部材をさらに提供することができる。前方ロッ
ク部材は、本体前方を支持および固定することができ、本体およびデスク前後にスライド
移動することができるスライド部を備えることができる。
【００１２】
　また、デスクには、デスクで延長／折曲してスライド部がスライド移動をガイドするこ
とができるスライド支持部を備えることができる。スライド支持部はスライドスリットを
さらに備え、スライド部がデスクおよび本体前方の前後方向に移動できるようにする。
【００１３】
　スライド部がスライド支持部上でスライド移動すれば、移動した地点で固定されて本体
前方を支持および固定することができる。すなわち、支持部の下部には締付部をさらに提
供することができ、締付部はスライドスリットを介して移動した支持部の下部を締め付け
、支持部がこれ以上スライド移動しないようにできる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の超音波診断装置は、移動および携帯が可能な超音波診断装置を使用の要否に応
じてデスク上に着脱可能なように着脱部材を備えることにより、移動および携帯可能な超
音波診断装置をより堅固に支持および固定することができる。したがって、ユーザの不注
意によって超音波診断装置が破損することを最小化することができる。
【００１５】
　また、本発明の超音波診断装置は、超音波診断装置を支持および固定するデスク上でユ
ーザの要求に応じて着脱可能であるため、検査対象物または検査対象者のより迅速な検査
を達成することができる。すなわち、挙動が不便であったり検査が容易でない部位を診断
したりする場合に、超音波診断装置を移動させながら超音波検査を行うことができるため
、検査対象者または検査対象物の迅速な検査を進めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置を説明するための斜視図である。
【図２】図１の超音波診断装置のデスクで本体を装着および分離した一例を説明するため
の分解斜視図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置を示す斜視図である。
【図４】図３の超音波診断装置を分離した分解斜視図である。
【図５】図３の超音波診断装置の前方ロック部材を示す斜視図である。
【図６】本発明の超音波診断装置のさらに他の実施形態に係る超音波診断装置を示す斜視
図である。
【図７】図６の超音波診断装置の着脱部材を示す斜視図である。
【図８】図７の超音波診断装置の着脱部材の作動状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付の図面に基づき、本発明の好適な実施の形態を詳細に説明するが、本発明が
これらの実施形態によって制限または限定されることはない。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置を説明するための斜視図である。ま
た、図２は、図１の超音波診断装置のデスクで本体を装着および分離した例を説明するた
めの分解斜視図である。
【００１９】
　図１および図２を参照すれば、本実施形態に係る超音波診断装置１００は、カート１８
０と、カート１８０の上部に提供されて一定の収納面積を有するデスク１４０と、デスク
１４０上に脱着可能に提供される本体１２０とを備えることができる。
【００２０】
　カート１８０の下部にはローラ１８２が装着されて移動が可能であり、デスク１４０は
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超音波診断装置１００に空間を提供したり周辺機器を収納したりできる。図に示してはい
ないが、デスク１４０には超音波測定のためのプローブ（ｐｒｏｂｅ）を連結することが
でき、プローブを介して感知された映像が本体１２０を介して出力されるようになる。
【００２１】
　本体１２０は、ボタン入力部１２４または画面表示部１２２のうちの少なくともいずれ
か１つを備えることができるが、本発明ではボタン入力部１２４および画面表示部１２２
をすべて備えた本体１２０を例示して説明する。このとき、本体１２０は、デスクトップ
（ｄｅｓｋｔｏｐ）のような形態で提供されても良いし、場合によってはノート型パソコ
ン（ｎｏｔｅｂｏｏｋ）のような形態で提供されても良い。以下、超音波診断装置をより
容易に説明するために、超音波診断装置１００の本体１２０がノート型パンコンのような
形態で提供されることを例示して説明するが、提供される本体の形状は発明で要求される
条件に応じて変更可能である。
【００２２】
　本体１２０はデスク１４０で着脱可能に装着することができる。図２に示されたように
、デスク１４０上には少なくとも１つの着脱部材１６０を提供することができる。
【００２３】
　着脱部材１６０は、所定の弾性力を用いてデスク１４０上で本体１２０を分離および固
定することができる弾性体１６２を備えることができる。弾性体１６２には、本体１２０
と噛み合うことができる凹凸部１６１を形成することができる。
【００２４】
　このとき、本体１２０は着脱部材１６０と噛み合うことができ、本体１２０が着脱部材
１６０と噛み合うことができるように本体の左／右方または後方に溝や突起などを形成す
ることができる。溝や突起などは着脱部材１６０の凹凸部１６１と噛み合うことができる
が、本発明では本体１２０の左／右方または後方に着脱部材１６０と噛み合うように溝が
形成された場合を例示して説明する。
【００２５】
　一方、着脱部材１６０は、ゴムフレーム１６８をさらに備えることができる。ゴムフレ
ーム１６８の一面はデスク１４０上に装着され、弾性体１６２はゴムフレーム１６８の一
側に提供することができる。このようなゴムフレーム１６８は、本体１２０とデスク１４
０とが弾性的に締結するときに弾性体１６２を支持および固定することができる。
【００２６】
　また、ゴムフレーム１６８は、本体１２０が弾性体１６２と噛み合うときに、本体１２
０によって押されることで弾性体１６２が動くようになる弾性変位を制限することもでき
る。すなわち、図２を参考すれば、弾性体１６２とゴムフレーム１６８は所定の間隔離隔
することができる。ゴムフレーム１６８と弾性体１６２とが離隔するように形成されれば
、本体１２０によって弾性体１６２が押されるときの弾性体１６２の弾性変位を制限した
り、弾性体１６２を長期間使用した後に弾性体１６２の弾性力が低下することを防いだり
できる。ゴムフレーム１６８が弾性体１６２の後方を支持することで弾性体１６２の弾性
力を保持することができる。
【００２７】
　一方、ゴムフレーム１６８は、本体１２０と弾性体１６２との噛み合い状態をより堅固
にさせることができる。すなわち、本体１２０が弾性体１６２に噛み合うようになれば、
本体１２０によってゴムフレーム１６８の形状が弾性変形するようになり、本体１２０が
弾性体１６２に装着した後には、ゴムフレーム１６８の弾性復元力によって本体１２０と
ゴムフレーム１６８とが接触するようになる。この過程において、本体１２０はあたかも
ゴムフレーム１６８に締まりばめされた状態になるため、本体１２０と弾性体１６２との
噛み合い状態をより堅固にすることができるのである。
【００２８】
　上述したように、ゴムフレーム１６８が本体１２０と弾性体１６２との噛み合い状態を
より堅固にするため、ゴムフレーム１６８は弾性体１６２の両側に提供されることが好ま
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しい。すなわち、ゴムフレーム１６８は、弾性体１６２の両側に第１ゴムフレーム１６５
および第２ゴムフレーム１６７で提供することができる。
【００２９】
　このとき、上述したような構成による着脱部材１６０の弾性体１６２は板バネで提供す
ることができるが、一端が固定され、所定の弾性で装置を支持および固定することができ
るその他のスプリングでも提供可能である。
【００３０】
　また、上述したような構成の着脱部材１６０は、本体１２０の後方または左／右方エッ
ジに少なくとも１つ以上提供することができるが、本体１２０とデスク１４０との間をよ
り堅固に装着するためには、後方および左／右方に少なくとも２つ以上を提供することが
好ましいだろう。
【００３１】
　一方、図３は、本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置を示す斜視図である。また
、図４は、図３の超音波診断装置を分離した分解斜視図である。さらに、図５は、図３の
超音波診断装置の前方ロック部材を示す斜視図である。
【００３２】
　図３～５において、図１および図２に示す参照符号と同じ参照符号は同じ部材を示す。
また、図３～５では、図１および図２の超音波診断装置（図１参照）との相違点について
説明する。
【００３３】
　図３～５を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置２００は、カート
１８０（図１参照）と、デスク１４０と、本体１２０とを備えることができる。本体１２
０およびデスク１４０前方には、前方ロック部材２２０を提供することができる。
【００３４】
　前方ロック部材２２０は、本体１２０前方でスライド移動することができるスライド部
２２２と、デスク１４０でデスク前方に延長形成されるスライド支持部１４２とを備える
ことができる。
【００３５】
　スライド支持部１４２は、デスク１４０の側面から見たときにＬ字形状に折曲して延長
形成することができる。スライド支持部１４２には、スライド部２２２が本体１２０前方
の前後方向に移動可能なようにスライドスリット１４４を形成することができる。
【００３６】
　スライド部２２２は、ユーザが用い易いようにＴ字形状で形成することができる。すな
わち、ユーザがスライドスリット１４４上でスライド部２２２を引いたり押したりするこ
とが容易なようにＴ字形状で形成されるが、スライド部が形成される形状はユーザの便宜
のために多様な形状で形成可能である。
【００３７】
　また、スライド部２２２は、本体１２０前方上面から本体１２０前方エッジ面を支持で
きるように、側面から見たときにＬ字形状で形成することができる。すなわち、スライド
部２２２は、本体１２前方の上面から折曲したエッジ面まで支持および固定することがで
きる。このような構成により、スライド部２２２が本体１２０前方上面から本体１２０前
方エッジ面まで支持および固定できるようになり、デスク１４０上で本体１２０をより堅
固に支持および固定できるようになる。
【００３８】
　一方、スライド支持部１４２は、長さ方向に沿って大略中央部分に貫通形成されたスラ
イドスリット１４４を備えることができる。スライド部２２２がスライドスリット１４４
に沿って本体１２０の前後方向にスライド移動すれば、前方ロック部材２２０が本体１２
０前方に位置することができる。
【００３９】
　また、スライド部２２２下部には、締付部２２４をさらに備えることができる。締付部
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２２４は、スライド部２２２がスライド移動した後、本体１２０前方に固定することがで
きる。このような締付部２２４に対応し、スライド部２２２底面には、締付部２２４を受
容することができる受容ホール（図示せず）を形成することができる。
【００４０】
　締付部２２４と受容ホールは、ボルト／ナットの構成と類似するように形成することが
できる。特に、締付部２２４は、回転によって受容ホールから分離したり受容ホールに受
容したりできる。
【００４１】
　ここで、前方ロック部材２２０は、図１および図２に示す本発明の一実施形態に係る超
音波診断装置１００にも適用可能である。
【００４２】
　再び図面を参照すれば、本発明の他の実施形態に係る超音波診断装置２００は、デスク
１４０上に複数の着脱部材１６０を備えることができ、本体１２０には着脱部材１６０と
噛み合ってデスク１４０上に本体１２０を支持および固定することができる結束部材（図
示せず）をさらに備えることができる。
【００４３】
　このような構成により、本体１２０はデスク１４０上でより堅固に支持および固定する
ことができる。すなわち、着脱部材１６０と本体１２０との装着によって本体１２０の後
方または左／右方をデスク１４０上で支持および固定することができ、前方ロック部材２
２０によって本体１２０の前方を支持および固定することができる。
【００４４】
　一方、図６は、本発明の超音波診断装置のさらに他の実施形態に係る超音波診断装置を
示す斜視図である。また、図７は、図６の超音波診断装置の着脱部材を示す斜視図である
。さらに、図８は、図７の超音波診断装置の着脱部材の作動状態を示す断面図である。
【００４５】
　図６～８を参照すれば、超音波診断装置３００をデスク１４０上に装着するために、前
方ロック部材２２０および着脱部材３６０を提供することができる。
【００４６】
　前方ロック部材２２０は、上述して説明したものと同一または類似した形状で形成され
て同一または類似した効果を導き出すことができるため、以下では着脱部材３６０につい
て説明する。
【００４７】
　着脱部材３６０は、本体１２０（図１参照）の左／右エッジ上面を支持および固定する
ロック解除部３６４と、ロック解除部３６４からデスク１４０方向に折曲／延長する支持
固定部３６８とを備えることができる。また、着脱部材３６０の支持固定部３６８はデス
ク１４０上に固定され、ロック解除部３６４と支持固定部３６８の間には凹凸部３６６を
備えることができる。
【００４８】
　図には示していないが、凹凸部３６６は、本体の左／右方または上面を支持および固定
することができる。すなわち、凹凸部３６６は、本体と噛み合って本体がデスク１４０上
に固定されるようにできる。
【００４９】
　上述して説明したように、ゴムフレーム３６２は、図２に示す弾性体１６２およびゴム
フレーム１６８と同様にロック解除部３６４の両側に提供されてロック解除部３６４をよ
り堅固に固定することができる上に、本体１２０（図１参照）との結束をより堅固にする
ことができる。また、着脱部材３６０は、上述して説明した図１および図２に示す着脱部
材１６０と類似した弾性体となり得る。
【００５０】
　一方、図８を参照すれば、ロック解除部３６４は、ユーザがその上面を押し動作するこ
とによってデスク内側方向または外側方向に動くことができ、ロック解除部３６４の動き
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に応じて本体がデスクから解除ないし分離されたり、デスクに拘束ないし装着されたりで
きる。以下、本発明では、ロック解除部３６４を押し動作することによってロック解除部
３６４の上面がデスク１４０方向に弾性的に動くことを例示して説明する。しかしながら
、ロック解除部３６４が弾性的に動く方向は、発明で要求される条件や設計仕様などに応
じて変更可能である。
【００５１】
　ロック解除部３６４がデスクの外側方向に弾性的に動けば、本体はデスク１４０上に位
置することができる。本体がデスク１４０上に位置すれば、ユーザはロック解除部３６４
の上面を再び押し動作することができる。再び押し動作されたロック解除部３６４は、デ
スクの内側方向に弾性移動することができ、弾性移動した着脱部材３６０は、本体の左／
右方または上面と噛み合うことができる。このとき、本体は、着脱部材３６０の凹凸部３
６６と噛み合うことができるようになる。ここで、ロック解除部３６４は、上面を押して
デスク内側または外側方向に動くことができる弾性スプリングのような材質で形成するこ
とができる。
【００５２】
　このとき、支持固定部３６８は、ロック解除部３６４がデスク内／外側方向に動くとき
にロック解除部３６４を弾性的に支持できるようにする。また、支持固定部３６８は、ロ
ック解除部３６４よりも相対的に長く形成され、ロック解除部３６４がデスク内／外側方
向に動くときにロック解除部３６４の重量中心を支持固定部３６８上に置くようにし、ロ
ック解除部３６４の動きによって本体がデスクから持ち上がったりデスクと分離されたり
することを防ぐことができる。
【００５３】
　上述したように、本発明の好ましい実施形態を参照して説明したが、該当の技術分野に
おいて熟練した当業者にとっては、特許請求の範囲に記載された本発明の思想および領域
から逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正および変更させることができることを理解
することができるであろう。すなわち、本発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づい
て定められ、発明を実施するための最良の形態により制限されるものではない。
【符号の説明】
【００５４】
　　１００、２００、３００：超音波診断装置
　　１６０、３６０：着脱部材
　　１６１、３６６：凹凸部
　　１６２：弾性体
　　１６８：ゴムフレーム
　　１７０：解除部材
　　２２０：前方ロック部材
　　３６４：ロック解除部
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